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１．既存のみなし物権との関係性の整理

みなし物権の例 新たな権利の検討方向
（案）鉱 業 権 漁 業 権

権利内容
鉱区において独占して
鉱物を採掘し、及び取
得すること

共同漁業、定置漁業又
は区画漁業を独占して
営む権利

国有林野の一定の区域に
おいて独占して立木を伐
採及び取得すること

区域の有無及び指定等
の方法

鉱区を事業者が申請し、
これを経済産業大臣が
登録

漁業種類ごとの漁場の
区域を知事が定める

国有林野の資源状況等を
踏まえ一定の区域を農林
水産大臣が設定

権利を付与する方法
経済産業大臣による設
定の許可（行政処分）

知事による許可（行政
処分）

農林水産大臣による権利
の設定（行政処分）

権利の対価 なし なし あり

存続期間 上限なし ５年又は10年 10年を基本、上限50年

排他性
あり

（他者が鉱物を採取する
ことができない）

あり

（他者が漁業を営むこと
ができない）

あり

（他者が国の所有に属する
立木を伐採できない）

権利行使の規制方法
（主なもの）

鉱物の掘採計画等を内
容とする施業案を経済
産業大臣が認可

組合管理漁業権の場合
における漁業権行使規
則を知事が認可

知事が制定する漁業
調整規則による規制

具体的な施業の計画を作
成し、国が認めることで
権利を実行できる仕組み

既存のみなし物権と国有林の新たな権利との差異について
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２．新たなスキームのモデル（イメージ）について

国有林

意欲と能力のある林業経営者
（森林組合、素材生産業者、
自伐林家）等

製材工場等

チップ工場等

ハウスメーカー、工務店

複数者が共同で権利の設定を
受けることも想定

ラインの増設、工場新設等を想定

川上、川中、川下が参加する協定等

国有林のまとまった人工林において意欲と能力の
ある林業経営者（森林組合、素材生産業者、自伐
林家）等に権利を設定

・ 設定期間 ： 10年間を基本
・ 区域面積 ： 数百ha
・ 年間生産量 ： 数千m3

※ 木材の大幅な需要拡大が見込まれる場合には大規模
なものも設定（区域面積に応じて長期の期間を設定）

木材市場との連携も想定

民有林

国産２×４の使用、ＣＬＴの活用 等
新たな木材需要の開拓

民有林での新たな森林管理システムを補完

バイオマス事業者



３．立木の伐採を違法に行った場合のペナルティについて

○ 施業の計画によらずに立木の伐採を違法に行った場合は、
① 権利の取消し
② 一定期間、他の区域で権利者となることを禁止
等のペナルティを課す考え。

４．今後のロードマップ

○ 平成３１年 ２～３月 法律案の閣議決定、国会への提出（予定）
○ 平成３１年 ４～６月 国会での審議（予定）

（国会にて法律が成立した場合）
○ 平成３２年 ４月 改正法施行（予定）
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